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新
し
い
保
険
証（
う
ぐ
い
す
色
）

を
郵
送
し
ま
す

　

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証

は
、
３
月
31
日
で
有
効
期
限
切
れ

と
な
り
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
る
新
し
い
保
険
証
を
、
３

月
末
ま
で
に
簡
易
書
留
に
て
郵
送

し
ま
す
。

　

な
お
、
期
限
切
れ
と
な
る
保
険

証
は
、
各
自
で
の
処
分
を
お
願
い

し
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
方
は
ご
注
意
を

①
４
月
２
日
以
降
に

　

75
歳
に
到
達
す
る
方

　

保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
75
歳

の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
と
な
り
ま

す
。
誕
生
日
ま
で
に
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
保
険
証
を
お
渡
し

し
ま
す
。

②
右
上
に

と
表
示
の
あ
る
保
険

証
を
お
持
ち
の
方
で
、
４
月
１

日
以
降
65
歳
に
到
達
す
る
方

　

保
険
証
に
誕
生
月
の
末
日
（
誕

生
日
が
月
の
初
日
の
場
合
は
前
月

の
末
日
）
ま
で
が
、
退
職
者
医
療

制
度
の
対
象
で
あ
る
旨
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
退
職
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
方
で
、
退
職
者

本
人
が
先
に
65
歳
に
到
達
す
る
場

合
、退
職
者
本
人
と
同
日
ま
で
が
、

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
で
あ
る

旨
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
誕

生
月
の
末
日
以
降
も
同
じ
保
険
証

を
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
ま
す
。

転
出
、
社
保
加
入
の
場
合
は

必
ず
14
日
以
内
に
届
出
を

　

他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
り
、

会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
は
、
忘
れ
ず
に
国
保
の
保
険
証

を
返
還
し
、
国
保
の
資
格
を
喪
失

す
る
手
続
き
を
14
日
以
内
に
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
国
保
税
が
課
税
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

学
生
へ
の
保
険
証
の
交
付

　

在
学
の
た
め
、
住
所
が
就
学
地

に
あ
る
場
合
、
４
月
１
日
以
降
の

在
学
証
明
書
を
持
参
の
う
え
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
保

国
保
は
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
主
に
加
入
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
が
納
め
る
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
に

よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
保
税
は
納
期
内
に
納
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
医
療
費
を
抑
制
す

る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
活
用
や
、
健
康
診
断
の
受
診
に
よ
る
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

市
民
課
国
保
医
療
担
当

　
（
内
線
１
２
７
〜
１
２
９
・
１
３
７
）
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険
証
を
交
付
さ
れ
て
い
た
方
が
卒

業
し
た
場
合
は
、
た
だ
ち
に
保
険

証
を
返
還
し
、
韮
崎
市
の
国
保
の

資
格
を
喪
失
す
る
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
後
は
、
住
所
地

の
国
保
へ
加
入
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

「
柔
道
整
復
師
の
施
術
」
を

受
け
ら
れ
る
方
へ

　　

健
康
保
険
等
が
使
え
る
場
合
の

治
療
の
対
象
と
な
る
負
傷
は
、

①
医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、骨
折
、

脱
臼
、
打
撲
及
び
捻
挫
等
（
肉

離
れ
を
含
む
。）
と
診
断
ま
た

は
判
断
さ
れ
、
施
術
を
受
け
た

と
き
。（
骨
折
及
び
脱
臼
に
つ

い
て
は
、
応
急
手
当
を
す
る
場

合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医
師

の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で

す
。）

②
骨
、
筋
肉
、
関
節
の
ケ
ガ
や
痛

み
で
、
そ
の
負
傷
原
因
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
と
き
。

で
す
。

　

な
お
、
内
科
的
原
因
に
よ
る
疾

患
な
ど
、
健
康
保
険
等
の
対
象
と

な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
負
傷
の
原
因
は
正
確
に
き
ち

ん
と
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　

70
歳
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
、
窓
口
で
の
負
担
割

合
は
、
制
度
の
見
直
し
に
よ
り
、

平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
、
左
表

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
が
、現
在
、

「
２
割
（
平
成
26
年
３
月
31
日
ま

で
は
１
割
）」
の
高
齢
受
給
者
証

（
以
下
「
証
」
と
い
う
）
を
お
持

ち
の
方
は
、
軽
減
特
例
措
置
に
よ

り
、
４
月
以
降
も
「
１
割
」
の
負

担
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
以
降
お

使
い
に
な
る
証
を
、
３
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
の
で
、
証
の
差
替
え

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

普
段
、
何
気
な
い
「
歩
く
」
と

い
う
動
作
に
、
ど
れ
だ
け
の
筋
肉

が
使
わ
れ
る
か
、
あ
な
た
は
知
っ

て
い
ま
す
か
？

　

実
は
、
全
身
の
筋
肉
や
神
経
を

総
動
員
し
て
行
う
大
変
な
動
き
な

の
で
す
。

　

春
の
到
来
を
感
じ
ら
れ
る
こ
の

季
節
に
、
ぜ
ひ
仲
間
と
一
緒
に
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
全
身
運
動
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

今
回
は
、
旧
韮
崎
町
の
街
並
み

を
眺
め
な
が
ら
歩
き
ま
す
。
当
日

は
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
か
ら
の

歩
き
方
の
指
導
や
、
終
了
後
に
、

食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
健
康

食
の
試
食
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
悪
天
候
の
場
合
は
、
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
室
内
運
動
を

行
い
ま
す
。

■
日
時　

３
月
15
日
（
土
）

　
　
　
　

９
時
30
分
〜

　
　
　
　
（
受
付
９
時
よ
り
）

■
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
持
物　

汗
拭
き
タ
オ
ル
、
水
分

　

補
給
で
き
る
飲
み
物

※
運
動
で
き
る
服
装
、
歩
き
や
す

　

い
靴
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
参
加
費
は
無
料
で
す
。

■
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
課
保
健
指
導
担
当

　

☎
２
３－

４
３
１
０

　

２
３－

４
３
１
６

70
歳
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方
へ

４
月
よ
り
窓
口
負
担
の
割
合
が
変
わ
り
ま
す

対象者 現在お持ちの受給
者証の負担割合

4月以降の
負担割合

新しい受給者証の
発送時期等

昭和14年４月２日生～
昭和19年３月１日生

２割
（平成26年３月
31日までは１割）

２割
（特例措置に
より１割）

３月下旬に、４月以
降お使いいただく証
を郵送します。

３割 ３割
負担割合に変更がな
いため、証の郵送は
ありません。

昭和19年３月２日生～
昭和19年４月１日生 ―

世帯の所得に
応じて、２割
（特例措置に
より１割）ま
たは３割

3月下旬に、4月以
降お使いいただく証
を郵送します。

昭和19年４月２日生～ ―
世帯の所得に
応じて、２割
または３割

誕生月に郵送しま
す。証は翌月からお
使いいただけます。
（１日生まれの方は、
誕生月の前月に郵送、
誕生月から使用）

「歩く」を見直すチャンスです
陸上ウォーキング教室で
気軽に運動をはじめませんか

※高齢受給者証は、毎年８月１日を更新日として、世帯の所得により翌年７月までの１年
間の負担割合を判定します。８月以降お使いになる証は、７月下旬に郵送します。


